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〈研 究ノー ト〉

東京湾におけるコンテナの横持 ち

と陸上輸送へ の適合 についての方向

中 田 信 哉

1問 題の発端

過去,運 輸省(現 ・国土交通省),関 東運輸局,横 浜市,川 崎市,東 京都 などの物流 に関す る

研究会,委 員会 に私 は参加 し,東 京湾及びその周辺 の港湾問題についていろいろな視点か ら考 え

て きたがそのひとつのテーマ として東京湾 における複数の港湾においての コンテナの横持ち と陸

上輸送に関係す る問題があった。

それはどうい うことか をまず,述 べてお きたい。1970年 代か ら国際貿易輸送 にお いて次第 に

海上 コンテナが増 えて くる。 しか も,そ れはインバ ウ ン ド(受 け入れ,つ まり輸入及び国内他港から

の搬送)に おいて もアウ トバウ ン ド(持 ち出し,つ まり輸出及び国内他港への搬送)の 双方 についてで

あった。

この ことは 日本の貿易構造 において輸出 ・輸入 ともに完成品(特 に消費財)の 比重 が高 くな っ

て きたことを示す ものである。原材料 ・中間財(生 産財)に おいては海上輸送 において もバル ク

輸送(大 量一括,裸 ・バラ荷物の輸送)が 主であってコンテナの利用 は少ない・港湾におけ るコンテ

ナの扱いはコンテナ埠頭,コ ンテナ ・ヤー ド,ガ ン トリー ・クレー ン,ス トラ ドル ・キ ャリア,

な どの設備が必要であるため に(更 に大型コンテナ船用の深度のある港やコンテナ陸上輸送用の トレー

ラ_.ト ラック輸送体制も),ど の港湾においてもで きる とい うものではない。現在,東 京湾では東

京港,横 浜 港,そ して能 力 は小 さいが 川崎 港,千 葉港 で コ ンテナ扱 いが可 能 で あ る。そ し

て,1990年 ごろか ら産業構 造の変化が コンテナの扱 いに変化 をもた らす ようになって くる。そ

れは輸入 コンテナの扱 い比率が輸出コンテナ に対 して高 まって きた ことである。 これは明 らかに

消費財の生産立地が東アジアに移っていたことに関係する。

ここか ら,現 在,大 きな問題 となっているアジアのハ ブ港争奪競 争が起 こる。すで にシ ンガ

ポール港,上 海港,香 港港,高 雄港,釜 山港 などは日本の代表的 コンテナ港である東京,横 浜,

神戸 の各港 に対 して5～10倍 の扱い量の差 をつけてお り,生 産地 の近 さ,港 湾使用料 を含む港湾

コス トの低廉 さ,な どか ら地位回復不可能の状態 となっている。 日本の各 コンテナ港の取扱量 も

20年 前の数倍 になってお り,能 力的にも厳 しい状態 となっている。ω

もうひとつの問題が国内物流 との関係である。 もともと,原 材料や中間財な どの輸入に関して
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は国際輸送 と国内物流は切 り離 された存在であった。輸 出に関 して も同様である。国内市場 に対

す る広域対応の多段 階物流 は国内物流の特色 であ り,国 内の生産地 よ り各地の物流拠点を経由 し

て国内の末端市場 に供給 されていた。

しか し,国 内市場 向けの商品の生産がアジアで行われ,そ れが国際輸送によって 日本市場 に持

ち込 まれるようになると状況 は変わって くる。これ にヨーロ ッパ などか らの輸入 消費財が加 わ

る。 これ らの国際物流は 日本の港湾 にコンテナで持ち込 まれた後 は国内の物流 システムにその ま

ま乗 ることとな り,そ の段階においては国内生産 と外国生産の商品は混載化 され,一 緒 になるの

である。

つ まり,こ うした外 国生産の商品については国内市場 で販売 される場合,従 来の国内物流 シス

テムに生産地か ら港湾 とい う物流拠点にいたる物流ルー トが加わっただけで従来か らの物流 シス

テム として機能 しなければな らないのである。②

国内市場向けの外国生産の消費財は国内物流 システムに統合 され るとす るな らその国際輸送

ルー トの到達点 は国内の大消費地 に近接する必要がある。なぜな ら,最 終的販売 は小売店 におい

て行 われるものであ り,そ の小売店の数で も販売量で も大部分は首都 圏,関 西圏で占め られるか

らである。国際輸送 において 日本に持ち込 まれた商品は国内物流 において域問輸送が行 われない

よう,た だちに域 内輸送 にアクセスさせ る必要がある。

そのために港湾がそのまま,国 内物流の拠点 となるのが有利であろう。 したが って,い ろいろ

な物流 システムの選択肢があろうが普通 に考 えるな ら東京湾,大 阪湾,伊 勢湾 などの港湾 にその

拠点を置いた方が良い。限定 された港湾 にコンテナ貨物 は集中するのである。(3)

このことはかえって地方港湾 におけるコンテナ貨物 の扱い量の少 なさと採算の悪化 をもた らす

こととなる。(4)

このようにして東京湾の港湾 を代表 とする日本の コンテナ港湾 において 「扱い量の増大要求」

と 「能力の限界」 といった合い矛盾す る二つの問題を引 き起 こすのである。港湾 自体 は年間を通

した扱 い量の増大を希求 している。それはアジアのハ ブ港 の奪取 とい う港湾経営上の期待である

と同時に国策的な要求で もある。 しか し,一 方で持 ち込 まれる国内向けの商品においては 「時期

的な集 中」 と 「迅速 な出荷要求」 という問題が存在す る。国内市場 向け商 品は企業 のサプ ライ

チェー ン ・マネジメン ト(SCM)の 計画に基づ いて入港 して くるために必然的 に時期 的な波動性

を生むこととなる。

また,入 港 したコンテナはただちにデバ ンニングされ,市 場 に向けて出荷 されねばならない。

この間の遅延や滞留は許 されない。か くして,こ うい うシステムにおいては埠頭の能力による船

舶の待機やコンテナ ・デポでの滞留は許 されないのと同時に港湾地域における物流拠点立地の設

置が必須 となる。

単 に埠頭だけでなく,コ ンテナ ・ター ミナル,イ ンラン ド ・コンテナ ・デポ(ICD),流 通セ ン

ターなどが港湾地域 に付設 される必要がある。港湾その もの と後背地問題が同時に起 こるのであ
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る。(5)

当然,こ れ らは国家 としての物流政策 に組み込まれているはずである。スーパー中枢港湾構想

や構造改革特区構想 としてそれ らは動 き始めている。

こうした中での地域限定の問題 としてコンテナの横持 ち問題が生 まれてきた。それ は特 に東京

湾 における問題だったろう。東京湾 においては東京港,川 崎港,横 浜港が隣接 している。それぞ

れ,コ ンテナ港 を持 ち,コ ンテナ扱いの増大 を希求 している。 同時に時間的な能力不足 にも直面

している。各港湾 は地方行政体 に独立に存在す るものであるが同時にそれを利用する企業にとっ

ては首都圏市場 に対する物流拠点 としては平面 におかれて考 えられる ものである。

そ して,こ の三つの港湾はそれぞれが独 自の物流的性格 を保有 してい る。東京港 は首都圏物流

において最大の拠点的性格 を持 っているが都心 に隣…接 しているため に陸上の域 内輸送に弱点があ

る。横浜港 は東京 の人口(と 小売店数)の きわめて多 い城南地区に対す るアクセス に利 があ り,

合 わせて東海道 に向けての物流上の拠点 とな り得 る。川崎港 はコンテナ扱いでは東京港,横 浜港

に対 して弱体 であ るがかつての京浜工業地帯の中心であ ったことか ら産業空洞化の影響 を受けて

陸上の広大 な工場跡地が存在する。 これは消費財の国内物流 に国際物流が適合するための後背地

における利点 となる。

この三つの港湾が結合することによって多 くのメリッ トが生 まれるであろうとい うことなので

ある。そのひとつが コンテナの横持ちである。その内容 は後に詳述す ることとなる。

こうした問題意識を私 は持っていた。そ うした時に平成15年 度,国 土交通省 ・東京都 ・川崎

市 ・横浜市が財団法人 ・港湾空 間高度化環境研 究セ ンターに委託 し,「 コンテナ輸送効率化委 員

会」 を発足 させ,2年 間にわたる研究 と実験 を行 うこととなった。そ して,私 に委員 長就任 の依

頼が あった。かねて興味 を持 っていた内容 である し,東 京都民 である と同時に職場 は横浜 であ

り,前 年,川 崎港(こ の三つの港湾を総称して京浜港と呼ぶ事とする)に 関係する川崎市の委員会 に参

加 していたこともあって就任 を快諾 したのである。委員会 はその下に 「陸上輸送WG」 「海上輸

送WG」 「鉄道輸送WG」 の三つ のワーキ ング ・グルー プを設置 し,研 究 を進めてい る。当初の

テーマ としてはまず,こ の三つの港湾 間にお けるコンテナの横持 ち問題 を取 り上げることとして

いたが研究 を進めるにつれて陸上輸送問題 との関係が明 らかにな り,コ ンテナ横持 ちの問題 もそ

の後 に続 く国内物流 システムとの関連が不可欠である,と いう方 向になって きている。

現在,こ の研究はまだ継続中であるがその研 究過程 でわかったことも含めてここでその問題意

識 を明確 に してお きたい。

2横 持 ちに関連 して京浜港を取 り巻 く状況

平 成15年 の京浜港 のコ ンテナ取扱量 は約550万TEUで あ り,う ち約33万TEUが 横持 ち と

なっている。横持 ち比率は約6%で ある。 しかし,推 計す ると平成27年 にはコンテナ総取扱量

が約850万TEUと なる とされ,そ の場合 の横持ち量 は50万TEUに なる と予想 される。これは



40商 経 論 叢 第40巻 第4号(2005.3)

横持ち比率 を同 じとして計算 した場合 である。(6}

コンテナの量その ものの増大は港湾 だけでなく,後 背地の交通 に大 きな負荷がかかるものと考

えられる。む しろ,後 背地の問題が港湾のコンテナ と取扱量の能力に限界 を与 えるものと思われ

る。そのために港湾から企業の物流拠点 までの国内物流におけるコンテナ輸送 の効率化 を必要 と

する。

すでに京浜臨海部の道路混雑 は甚 だ しく,内 陸部 に多 くの慢性的混雑状態 を示す道路が10か

所以上存在 し,こ れに慢性的混雑状態へ の移行期にあるもの とピーク時に混雑 をする ものを含 め

る と幹線道路 のほぼすべてが混雑状態 を示 している。

将来的に見 た場合,完 全 に交通能力不足状態 を来す もの として 「新 木場 断面」 「東京港断面」

「多摩川断面」 「川崎断面」「扇島断面」「横浜断面」が上 げられてお り,こ れは京浜港 と内陸が完

全 に遮断されることを意味 している。(7)

一方
,ア ジアの各港湾が コンテナ扱 いを拡大することを国策 として強化 してきてお り,コ ス ト

面で対抗で きない 日本の港湾 は劣勢に立た されているために 日本 の輸出入貨物の うちコンテナ扱

い となるものは海外において トランシップされる割合が増加 して きている。つ ま り,日 本か ら出

る貨物お よび日本 に来る荷物 はまず,ア ジアの港湾において集約 されてコンテナ船 に積み込 まれ

る,あ るいはアジアの港湾でバ ラされて 日本 に向か う,と いう形である。相変わ らず 日本の経済

は巨大であ り,消 費 も大 きいために日本 を経 る貨物 は多いのだがこの トランシップによるいわゆ

る非直送率 は次第 に高 まってい き,日 本の港湾 は京浜港 を含めて 「フィーダー ・ポー ト化」 して

い く可能性が高い。ハブ港 としての機能が弱 まり,フ ィーダー港 としての性格が強 くなるのであ

る。 このことが悪い とい うわけではないが内需対応 を含めたフィーダー港 はそれな りの条件が必

要 とされる。

事実,ト ランシップに よる非 直送率 は京 浜港で平 成5年 に2.7%だ った ものが平 成10年 で

3.4%と な り,平 成15年 には10.5%と なってい る。 この調子で行 くとやがて非直送率 が50%

を越 えるの も遠い ことではないと考 えられる。 また,ア ジアの諸港 に寄港する基幹航路に占める

京浜港寄港航路の割合 は平成2年 には85.4%で あったものが平成7年 には64.5%と な り,平 成

12年 には47.4%,平 成15年 には35.8%と 急速に低下 している。京浜港 に寄港す る航路数 は平

成2年 が41航 路,平 成7年 が40航 路,平 成12年 が37航 路,平 成15年 が34航 路 となっていて

それほ ど減っているわけではない。基幹航路数全体では平成2年 が48航 路,平 成7年 で は62航

路,平 成12年 が78航 路,平 成15年 が95航 路 と増えているために比率が下がったのであ り,ア

ジアの各港 のハ ブ港化 が進み,京 浜港が それ に合 わせ て対応 で きて いない ことを示 すので あ

る。(8)

フィー ダー港化が進 むということは現在 の状況ではやむをえないとも言える。 したがって,ひ

とつの考え方 としてアジアか らハ ブ港 を奪 い返す とい う戦略がある反面,フ ィーダー港 としての

機能高度化 を進め,フ ィ0ダ ー貨物の扱い量 を増や してい くとい う戦略 もあるはずである。
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もし,フ ィーダー港 としての大 きな地位 を築いてい こうとするな ら内陸輸送,つ ま り国内物流

との結合 をシステム として築いてい く必要がある。その場合の問題点がある。それが内陸輸送問

題である。

京浜港 で扱 われ るコンテナの大部分が トラ ック輸送である,と い うことに着 目しなければなら

ない。東京港では約97%が トラック,横 浜港,川 崎港 では約98%が トラックに よる。 トラ ック

以外 では船舶(は しけ輸送)が あるが東京港で約2%,横 浜港で約1%,川 崎港 においては0%

とい う数字になっている。(9)

この トラック輸送 を減 らし,他 の輸送モー ドによるコンテナ輸送の比率 を増やす ことについて

は次の二つの理由があると考 え られる。

イ 環境問題か ら考えて二酸化炭素,窒 素酸化物 の排出量の少 ない トラック以外の輸送機関 を

活用 しなければならない。

ロ 港湾周辺お よび後背地 にお ける交通量の削減 を図 る必要がある。

ハ 港湾全体 のコンテナ扱い量の増大 を図るために入 出荷 の陸上輸送 の効率化,能 力拡大 を図

る必要がある。

イ,ロ については当然の ことであるため にここで問題 とすべ きはハである。そのために トラッ

ク以外 に輸送モー ドを取 り入れることはイ,ロ の解決のため にもなる と考えられ る。そ こで京浜

港が抱える課題 を次の ようにまとめた。

a京 浜港の国際競争力 の低 下(フ ィーダーポート化の進行)

b背 後の交通能力 を含 めた京浜港 のコンテナ取扱能力の低下の可能性

c京 浜臨海部の道路混雑度の悪化

d京 浜港 としての多様性 のない輸送モー ド環境

そ して,こ れへ の対応 によって行 うべ きことを以下の ように設定 した。

イ 京浜港 としての国際競争力の強化(フ ィーダーポー ト化)の 対応

ロ 京浜港 の国内コンテナ輸送の効率化

ハ 京浜港 内物流の効率化

二 京浜港 の集荷力の強化

ホ 京浜港における多様 な輸送モー ドの活用

そ して,こ れを行 うためには東京港,横 浜港,川 崎港の連携が必要だ とのコ ンセ ンサスが得 ら

れている。(lo)

3二 つの方向性 とコンテナ横持 ち

そ こで ここでは二つの方向を取 り上げるべ きだ,と い うことになった。その二つの方向 とは次

の ものである。

(1)京 浜港 の背後地に向かったコンテナ輸送の シス テム化
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(2)京 浜港 内におけるコンテナ横持ちのシステム化

まず,港 湾 と内陸間の輸送についてはインラン ド ・デポを明確 に設定 しておいてそれに対 して

各港湾 との間の共 同配送 を行 うという形 をとる。この場合,イ ンラ ン ド・デポ設置 をどう行 うか

であろう。 インラン ド・デポは コンテナ輸送 を行 う側 か ら見 るな らイ ンラ ン ドにお けるコ ンテ

ナ ・デポであろうが国内物流 を行 う側か ら言 うな ら集約物流拠点 となる。それはひとつの施設 と

いうことではな く,各 種 の施設が存在する物流業務地域 となるのだろ う。川崎市が提起 した 「ロ

ジスティクス ・パ0ク 構想」はこれに当たる。この場合,首 都 圏総合物流ネ ットワーク構想 と合

致 させる必要がある。

一方
,港 湾問の横持ちは港湾 に直接 関係 している。 これについては以下の ような状況がある。

東京港,横 浜港,川 崎港 の間のコンテナ輸送については東京港 か ら横 浜港 に対 して年 間,18.5

万TEU(コ ンテナi数で11.2万 本)が,横 浜港か ら東京港 に対 しては同13.9万TEU(同8.5万 本)が

移動 している。内訳は東京港一横浜港で は輸入23%,輸 出10%,空(コ ンテナ)61%,不 明6%

となっているのに対 して横浜港一東京港 は輸入39%,輸 出36%,不 明23%で ある。

横 浜港 と川崎港 の関係 で言 うなら横浜港一川崎港 は700TEU(500本),川 崎港一横浜港 は200

TEU(100本)で あ る・川崎 港 と東 京港 の 関係 は東 京港一川 崎港 が0.4万TEU(3000本) ,川 崎

港一東京港 は,0.4万TEU(3000本),川 崎港一 東京港 は300TEU(200本)で あ る。川 崎港一東

京港 は100%が 輸入であるが東京港一川崎港 は空が85%を 占めている。(11)

ここからどうい うことが言 えるのか。特 に着 目すべ きは空コンテナである。空 コンテナは一方

的に東京港か ら横浜港 に流れている。輸 出,輸 入の コンテナについてはおおむねバ ランスが取 れ

てお り,時 期であるとか荷主の都合で適宜,融 通 し合 っていると考えることがで きる。空 コンテ

ナだけが一方通行 となっているのである。

このことは東京港 と川崎港の関係 でも言 える。量 は少ないが川崎港 か ら東京港 に横持 ちされる

のはほ とん どな く,東 京港か ら川崎港へ の一方通行 であ り,そ の大部分が空 コンテナである。横

浜港 と川崎港の横持 ちはこく少 ないが横浜港か ら川崎港への もののおお よそ半分が空 コンテナで

あ る。

つ ま り,京 浜港における横持 ちのポイ ン トは空 コンテナにあ り,港 湾問の関係は空 コンテナで

ある とも言えそうである。空 コ ンテナが このように一方通行的に動 くのはなぜだろ うか。 それは

多分,輸 入 コ ンテナが圧倒的に東京港 に集 まるか らだろう。東京港 は消費財の大市場 を背後 に

持 っている。 また,東 京 という市場の中にある。 したが って,輸 入 コンテナについては東京港 に

上 げることによって即,市 場物流 に適応で きる。

一方
,輸 出コンテナは東京港に集中は しない。輸出品の工場や集約拠点は東京都 区内には少 な

い。東京の周辺部や京浜工業地帯 に存在す る。輸出港選びは工場か らの時間距離 もある し,港 湾

の出港対応力 もある。 また,港 湾使用料 やサー ビスの幅 もある。東京港が選ばれるというわけで

はな く,横 浜港や量 は少 ないが川崎港が選 ばれる。
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輸入 コンテナ は東京港 に入 り,そ こで一部はそのまま横浜港や川崎港 に移送 されることもある

が(そ の反対もある。いろいろな事情によるものと思われる。一時的な港湾の能力や船舶の都合など),多 く

は東京においてデバ ンニ ングされ,陸 上輸送に乗 ることとなる。そ うなるとここに空コンテナが

生 じる。横浜港,川 崎港 では輸入 と輸出のバ ランスが取れていないのであるか ら輸出す るために

バ ンニ ングす るための コンテナが不足する。

このアンバ ランスを解消するために空 コンテナを東京港か ら横浜港,川 崎港に移送す るのであ

る。 もちろん,そ れを行 うのは港湾 自体ではない。船会社,港 湾運送会社,フ ォワー ダーな どの

企業が差配するのである。 これ らの企業は大体,京 浜港全体 をカバー して業務 を行 っている。

コンテナ数にア ンバ ランスが生 まれるの は仕 方が ない ことである。 ひとつの港湾で完全 に輸

出 ・輸入のバラ ンスをとるのは現実的ではない。 したが って,空 コンテナの港湾 問移動 は京浜港

の システム として組 み込 まれるべ きであ ろう。

問題はこの空コンテナの移送が京浜港間の横持 ちとなって,そ れはほ とん ど陸上輸送 とされ,

トラックによって一個単位で運ばれていることであろ う。

そ こで この コンテナ移送 を船輸送,特 にバ ージ(は しけ)輸 送 を行 うか あるいは鉄道輸送 に よ

る大量輸送を行 うか とい う方向を取 るべ きなのである,こ の ことは陸上の交通改善,環 境改善に

寄与す る。

こうした京浜港 のコンテナ関係 のあるべ き姿のイメージと しては図 一1の ような形 を想定する

もの とする。

図一1京 浜港の港湾間物流のあるべき姿

京浜港でのコンテナ輸送効率化の取組の方向性

i'11京 浜 港 に求 め られ る対 応lI1一 一 一 一 一 一'1
る1

<1(活 用'フ ィー ドバック)JI

 

工
京

浜
港
間
の
コ
ン
テ
ナ
横
持
ち
輸
送
の
効
率
化
の
取
組

京

浜
港
の
コ
ン
テ
ナ
輸
送
効
率
化
に
向
け
た
方
向
性

】

L

7 く

執(

諜雛

)

)

ノ(活 用 ・フィードバ ック)

出典:コ ンテナ輸送効率化検討委員会(中 間報告)

剃
i

∠

「

【

京
浜
港
の
コ
ン
テ
ナ
輸
送
効
率
化
に
向
け
た
方
向
性

国土 交通省,東 京都,川 崎市,横 浜市(財 団法 人港湾空 間高度化環境研 究セ ンター)

「コンテナ輸送効率化検討委員会」(平 成15年 中間報告)よ り

-

I

l

l

l

-

l

l

l

l

-

I

l

l

l

-

l

jJ

②

京

浜

港

の

背

後

圏

を

見

据

え

た

コ
ン

テ

ナ

輸

送

効

率

化

の

検
討



44商 経 論 叢 第40巻 第4号(2005.3)

つ まり,イ ンラン ド・デポを設置 し,首 都 圏市場 に供給 される輸入商品をそこか ら通常の地域

内物流体制に乗せ てい く。イ ンラン ド・デポまでは港湾か ら トラックによる共 同配送 を行 う。輸

出用の ものについては もともとがロッ トであるか ら大量輸送体制に乗ってお り,そ れは従来通 り

で良い。

また,コ ンテナの港湾間移送については横持ちの効率化 として港湾間輸送を共同化 させ ると同

時 に京浜港全体 として共同バ ンプールを設置 し,空 コンテナの共同管理 を行 う。そ して,港 湾 間

移送については トラック以外 の輸送モー ドの活用体制 を整備す る,と いうビジ ョンである。(12)

こうしたシステムの詳細 については今後,詰 めてい く必要があるが問題のあ り方を明確 にす る

ことがこの段階では重要であろう。

4京 浜港の物流の課題

そ もそ も,京 浜港 と首都 圏あるいは関東 圏の市場 に対する物流 はまった く別の ものであったと

い うことが言える。高度経済成長期 までのわが国経済は原材料や中問財 を輸入 し,そ れを加工 し

て完成品 として輸出す るという形であった。国内消費に対応する消費財 は一部 を除いて輸入 され

ることはな く,国 内生産によるものが国内市場 に供給 されていた。

そ うであるため に主要港湾 は大経済圏,特 に工業地帯に隣接す るものであった。輸入 された原

材料や中間財はそのまま工場 に入 って完成品が生産 される。完成品は国内消費に対応す る場合は

ロッ トで国内主要な物流拠点(流 通センター)に 供給 される。この場合の流通セ ンター立地 は大消

費地内ではな く,そ の周辺の幹線道路沿いに設置 される。

また,こ の工場 で生産された ものは工場立地が港湾 に近接 しているか らそのまま港湾 に集約 さ

れて船舶 によって輸 出され る。一部,内 陸部で生産 された商品 も国内消費に対応するなら大市場

の周辺の物流拠点(流 通センター)に 入 り,市 場の物流体系に入る。内陸部での生産物で輸出 され

る ものはロッ トにまとめ られ港湾に行 くこととなる。

こうした場合,国 内物流 と輸出 ・輸入物流は域 問輸送 とい うものをはさんで存在 し,直 接 には

関係 しない。 このことが過去,国 内物流 と港湾物流 を別物 として発展 させ ることとなった。あえ

て言 うな ら港湾は国内物流 を意識す ることなく,自 らのシステムを形作 り,国 内物流 は港湾 との

関係 は考えな く,整 備 されて きた。 これ は行政のイ ンフラ整備(港 湾だけでなく道路を含む)や 物

流行政でもそうであった し,企 業 もメーカーな ら輸 出や輸入の国際物流 システムと国内物流 シス

テムを組織 的にも設備的にも別物 として行 って きていた。運輸 について も国内の陸上輸送 と海上

輸送や港湾物流 については法律的に別物 であ り,実 際の企業 もこの双方を行 うものはまれであっ

た。

ところが ここに問題が起 こって くる。それは1980年 代以降,急 速に伸 びて きた完成品輸入 で

ある。それは消費力の拡大に よる欧米の高級 品の輸入 もあるがそれ よりも従来,国 内で生産 され

ていた最寄 品 ・買回品(衣 料 ・雑貨,食 品など)の 生産が労働力 コス トの安いア ジアに移行 し始め
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た ことによる。

特 に大規模小売業が商社 と組 んで行 う 「開発輸入」が行 われるようになって きた。 自らのブラ

ン ドで国内市場 に対応する商品 を自らのスペ ック(仕 様)で アジアで作 らせ る とい う形 である。

このことが価格破壊 を生むこととなったため に価格 による対抗を行 うべ くメー カー も生産地 をア

ジアに求めて くる。その生産地 としては韓 国,台 湾,シ ンガポールがあ り,そ の地域での労働力

コス トが上がる と更に安い ところを求めて移 ってい く。現在ではそれが中国であ り,ベ トナムで

あ る。

こうして世界2位 の大消費市場 である日本 に国内販売のための消費財 の完成品が持ち込 まれて

くるのである。これが完成品輸入の増大,海 上 コンテナ貨物 の増大 につながって来るのである。

ここか ら物流上の大 きな変化が求め られる。国内市場 に供給 される商 品が港湾 に到着 した場

合,そ れはその まま国内物流体制に乗せ る必要がある。 しか し,そ れ までの体制 なら,国 際物流

と国内物流が別物であったため に輸入 された商品はいったん,港 湾 でコンテナ ・デポな りインラ

ン ド・コンテナ ・ター ミナルを経て集約 され,域 問の大量輸送によって国内輸送の物流拠点 に輸

送され,そ こか ら国内物流体系 に乗せてい き,市 場への細かい配送が行われるこ ととなる。

しか し,国 内販売 を行 おうとい う企業 に とって国内物流体系 に乗せる までに2段 階,3段 階の

輸送を行 うことは時間的に もコス ト的にも許 されるものではない。輸入 した商品はそのまま港湾

か ら市場 における配送セ ンターに持ち込むべ きであ り,早 い段 階で国内生産品 と輸入品の混載 を

実現 したい。国際物流 と国内物流 を一体化 した システムを採用 したいのである。

そこで港湾 に隣接 した形 で国内物流拠点を設置 してい き,供 給地域 に対応 した全商品をここに

集める。そ して,こ こか ら個別の配送を行おうとす る。 ここに新 たな問題が生 まれて くる。ひ と

つ は物 流業 に対 す る行政 の規制が海上 輸送,港 湾(運 送),鉄 道,陸 運 トラ ック,各 フ ォワー

ダー ごとでそれぞれ別物であったいうことと道路や港湾 の施設な どインフラが新たなシステムに

対応で きない,と いうこ とであった。

たとえば,横 浜港 は東京市場 の西南部(大 田区,世 田谷区,杉 並区)な どの区部 と都下 の多摩地

区に対 しては東京港 よ りも配送上有利な立地にあるが横浜地区か ら北 に向か う道路がまった く整

備 されてお らず,国 道16号 線の ように慢性 的に渋滞す る道路が存在す るだけである。 そうであ

る以上,横 浜港が国内物流 における拠点 として不都合であるとい うことになる。東京港 も城南地

域 に対す る配送 においては不便である。

つ ま り,京 浜港は首都圏への個別配送の拠点 としては交通上の問題 と現在の湾岸地域の物流拠

点設置の土地不足 が大 きな問題 となるのである。

方 向としては港湾 と首都圏 と周辺部の幹線道路に面 したポイン トに従来の港湾物流 と国内地域

市場向けの両方の機能 を果たす大型物流拠点 を置 き,そ こを核 として港湾からそこへ の大量輸送

及び共同配送による混載諭送 を行い,そ こか ら市場 の末端輸送の配送 センターに供給す るシステ

ムを作って行 くべ きなのである。(13)
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今後,こ の研究会(委 員会)で はこうした方向をビジ ョンとして置 き,そ のための個別の施策

を考 え,そ の実験 を行 うこととなっている。各WGの 実験及 び研 究の課題 と して は現在,ま だ

研究途中であるが次の ようなことが上げ られている。

(1)陸 上輸送WG

イ 京浜港 問の コンテナの横持ち輸送に関 して複数の陸上運送事業者 による共同配送

ロ 京浜港 を含 む首都 圏全体 を視野に入れたインラン ドデポの設置 ・活用

(2)海 上輸送WG

イ は しけ輸送の可能性の研究 とその条件整備

ロ デリック ・バージ,プ ッシャー ・バージ,ラ ンプウエイ ・バ ージの採用検討

(3)鉄 道輸送WG

イ 京浜港 に関係する鉄道輸送の現状の分析 と可能性の検討

ロ 中距離輸送 における鉄道利用の実証実験(効 果測定)

この研究はまだ,途 中であ り,細 かい施策の展開については今後の研 究を待つ こととなるが現

時点で必要なことは全体像,つ ま り,港 湾物流 と国内物流 を統合 した トータルなシステム とその

ビジ ョンを明確に してお くことである。それを方向 として定め,個 別の施策 を研究及 び実験 をす

べ きというコンセ ンサスが得 られている。

最後 にこの委員会の構成 を上げてお きたい(表 一1)。港湾及 び陸上輸送の関係者が網羅 されて

いる。委員会 としては意見の集約が難 しい点 もあるが こうい う範囲の問題である,と い うことが

よ くわかる。

なお,こ の委員会における前提 となる問題は平成14年 度 にこの委員会が発足 した時点で多 く

の資料 を元 に議論 はされているし,現 在が中間報告の段階なのでここに上げることがで きない部

分 もある。 また,多 くのデー タを使 っているがそれは図表 では示 さず,文 中 に数字 として入れ

た。それ らについては平成15年 度の報告書 を参照 されたい。
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表一1委 員会の構成(参 考)

コンテナ輸送効率化検討委員会 委員名簿

神奈川大学 経済学部教授 中田 信哉

東京海洋大学 海洋工学部助教授 渡邉 豊

筑波大学 社会工学系助教授 岡本 直久

日本貨物鉄道株式会社
本社 国際物流開発室長 川崎 廣志

関東支社 営業部長 井口 健次

神奈川臨海鉄道株式会社 常務取締役 野田 栄次

東京都 トラック協会 海上 コンテナ部会長 森澤 大千夫

神奈川県 トラック協会 海上 コンテナ部会長 藤木 幸二

東京港定航船主会 会長 三澤 豊

横浜船主会 会長 犬塚 研哉

外国船舶協会 専務理事 関根 康

東京港運協会 理事 屋形 一義

川崎港運協会 常務理事 鍵山 武男

横浜港運協会 常務理事 松橋 幸一

国土交通省

関東地方整備局

港湾空港部長 藤田 郁夫

港湾空港部地域港湾空港調整官 池田 直太

東京港湾事務所長 佐々木 宏

京浜港湾事務所長 和田 耕造

国土交通省

関東運輸備局

企画振興部長 篠原 康弘

鉄道部長 長谷川 修

自動車交通部長 舩曵 義郎

海事振興部長 泉 友章

東京都港湾局
港湾局参事(物 流企画担当) 新田 洋平

港湾局計画調整担当部長 滝野 義和

川崎市港湾局
港湾振興部長 三好 友和

港湾整備部長 梅田 裕史

横浜市港湾局
国際競争力強化担当政策専任部長 増田 文彦

港湾整備部長 櫻井 文男

注

(1)1980年 と2000年 の 世 界 の 港 湾 の コ ンテ ナ扱 い 量 の ラ ンキ ン グ は 図一2の よ うに な っ て い る 。 こ れ を

見 る と1980年 に は ニ ュー ジ ャ ー ジー 港 が トッ プ,ロ ッ テ ル ダ ム 港 が2位,香 港 港 が3位 で あ り,神 戸 港

は4位,横 浜 港 は12位,東 京 港 は18位 に な っ て い る。 こ れ が2003年 に な る と1位 ・香 港 港,2位 ・シ

ン ガ ポ ー ル 港,3位 ・上 海 港,4位 ・深 鯛 港,5位 ・釜 山 港,6位 ・高 雄 港 と な り,ア ジ ア が 上 位 を 占 め

る 。 日本 の港 湾 は17位 ・東 京 港,28位 ・横 浜港,29位 ・神 戸 港 とい う よ うに 地 位 が 低 下 して い る 。 し か
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し,横 浜港が扱い量で約3倍,東 京港が約5倍 と伸びてはいる。

図_2世 界の港湾のコンテナ扱い量推移

(単位:千TEU)

1980年

港 名 取扱量

1 ニ ュ ー ヨー ク/ニ ュ ー ジ ャー ジー 1,947

2 ロ ツテ ル ダ ム 1,901

3 香港 1,465

1。議舞
盟壺融盛騰欝響… 鰍晶,議 伽　… … 轟窃醜占 占 占 占 占

5 高雄 979

6 シンガポール 917

7 サ ン フ ァ ン 852

8 ロ ン グ ビ ーチ 825

9 ハ ンブル ク 783

10 オ ー ク ラ ン ド 782

2003年

港 名 取扱量

1(1) 香港 20,100

2(2) シ ンガ ポ ー ル 18,100

3(4) 上海 11,280

4(6) 深X111 10,610

5(3) 釜山 10,367

6(5) 高雄 8,840

7(s> ロサ ンゼルス 7,180

s(7) ロ ッテ ル ダ ム 7,100

9(9) ハ ンブルク 6,138

10(1d} ア ン トワ ー プ 5,445

2004年

取扱量

21,932

20,620

14,554

13,650

11,430

9,700

一

8,200

一

6,000
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麟 鵡麟i毒灘 糊 聯 鵜垂韓麟…瀬.

1)睡1霧 鷺 舞灘評 擁1、舞纐ll

瀬.繍 舞 塾 密密宙 ,灘 磯

醒燃 繍 藷縷 縄,二1二監温 舗 糊
※は,31位 以下 のため,具 体 的順位 は不 明

()内 は2002年 のlll頁位
日本 の4港 については

2004年 上半期の数値

出典:CONTAINRISATIONINTERNATIONALYEARBOOK(1980年 及 び2002年)

March2004ContainersationInternational(2003年)

SHIPPINGGUIDE(2004年)

注1)名 古屋港のコ ンテナ取扱量は,港 湾局計画課調べ

注2)神 戸港の コンテナ取扱量 は,2002年 の数字(国 土交通省 まとめ)

(2)日 本におけるチェー ン ・ス トアの各店舗への商品供給はメーカー(生 産者)の 国内向けの商品供給 を

基本 とした物流システムによってチェー ン ・ス トアの商品セ ンターへ納品 され,そ こから各店舗へ搬入さ

れる。 しか し,外 国生産の輸入品,開 発輸入品については港湾へ陸揚げされ,そ こでいったん,集 積保管

され,そ こから商品センターに納品される形 とな らなければならない。商品センターにおいて統合 されね

ばそれぞれ別ルー トによって店舗へ搬入されることとなって非効率である。ただ,商 品センターまでが別

ルー トになること,商 品センターは店舗への配送効率面から言って内陸に設置されることなどか らサプラ

イチェーン ・マネジメ ント(SCM)の 面か ら問題 となっていた。商品セ ンターを港湾 に隣i接す るなら早

い段階でそれぞれのルー トが統合 され,効 率的になるはずである。ただ し,そ のためには国内物流ルー ト

の改編 も必要 となる。

(3)か つて,運 輸政策審議会(当 時の運輸省)で 隣…の席 にお られた某大手チェ0ン ・ス トアの会長(故

人)と 話 したことがあり,こ の会長はアジアにおける開発輸入晶の日本の自社店舗への供給について次の

三つの方法を考えてお られるということであった。

イ 川崎港にすべて陸揚げし,こ こに国内配送用の集約商品セ ンターを設置 し,そ こか ら陸上輸送で全国

の商品センターに搬送 していく

ロ 川崎港にすべて陸揚げし,日 本の各地(5か 所程度)の 港湾にフィーダー輸送をして移送を行い,こ
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のフィーダー港からその地域の商品センターに搬入する

ハ 国内に3か 所の陸揚港を設定 し(川 崎,福 岡,神 戸 といった形),そ こにアジァか らの輸入品を直接

輸送 させ,こ こから西 日本,関 西 ・中部,関 東 ・東北の配送体制に乗せてい く

これについて研究 したいので相談に乗ってほしい,と いわれたが会長は病気で他界され,そ のままになっ

ている。 しか し,多 くの企業がこういうことを考えているはずである。

(4)日 本の各地の港湾はそのほとんどが新 たな施策が提示されるとそれに乗 りたいとして行動 を起 こす。

「コンテナ埠頭」「FAZ(輸 入促進地域)指 定」「テクノスーパーライナー(TSL)寄 港地」の機能をそろ

えようとした。これを3種 の神器などと呼んだものだが日本では各地に置かれた港湾がそろって同 じよう

な機能 を持とうとする。コンテナ港の集約が必要だといわれ,2004年 のスーパー中枢港湾指定はその方

向ではあるが空港 と同 じように日本ではこうした面では地方の政治力が強 く,同 じような港湾が各地に設

置され,パ イの奪い合いが起 こっている。地方空港 と同じようにその多 くが赤字になっている。

(5)ア ジアの各主要港湾においては トランシップ(通 過輸送 港湾に到着 したコンテナ貨物が内陸に上げ

られ,陸 上輸送されることな くそのまま積み換えて海上輸送されるもの一非直行)が 多 くを占めている。

例えば釜山港では4割 が トランシップだという。つまり,積 み換え港 として多 くの貨物を扱 っているので

ある。 しかし,日 本の港湾は トランシップは少なく,そ のまま陸上輸送 との結合が行 われているのであ

る。そこで陸上輸送との有機的結合のために港湾の後背地 に多 くの物流施設の集積が必要となる。

(6)各 年のコンテナ取扱量は国土交通省の発表数値であ り,平 成15年 は国土交通省港湾局の速報値,そ の

他である。横持ちについては 「平成15年 度 コンテナ効率化検討調査」(関 東地方整備局)よ り,と なっ

ている。

(7)関 東地方整備局HPお よび 「京浜臨海部幹線道路検討会議(第3回)」 の資料 をもとに委員会が作成 し

た図か ら読み取ったものである。

(8)「 平成15年 度 コンテナ貨物流動調査報告書」(国 土交通省港湾局)お よび各年の 「国際輸送ハ ン ド

ブック」(国 土交通省)か ら見たものであるが委員会では 「日本の輸出入貨物が海外で トランシップされ

る率(非 直行率)が 増加,ア ジアでの新航路開設増加 により,相 対的に京浜港の国際競争率が低下」 とし

ている。

(9)「 平成15年 度 全国輸出入 コンテナ貨物流動調査」(国 土交通省)か ら見た ものである。全国値 でも

96%が トラック輸送 となっている。

(10)も ともと,当 委員会はこの京浜港問の連携 を目的として設置されたのであ り,各 港湾の代表者が委員

となっているが 「どのような連携を行 うか」 ということについては委員会の検討課題だとされていた。

(11)こ の数字はきわめて曖昧な形であるがこれまでこうした調査はされておらず,こ の委員会においてヒ

アリングを行って作ったデータである。 したがって,不 明が多い。

(12)こ れは3WGの 中間報告をまとめたものであり,全 体 の方向性 として 「国内コンテナ輸送の効率化に

より京浜港へのコンテナの集荷をはかるとともに,増 加するコンテナへ対応すべ く,京 浜港内のコンテナ

の輸送の効率化及び関連する施策の展開を図る」としている。

(13)一 昨年度の川崎港のビジョン作成で 「ロジスティクス ・パーク構想」 というものがあった。川崎には

港湾に隣接して工場移転 によって生 じた広大な跡地がある。これ使 って京浜港全体及び首都圏全体 に対す

る総合的物流拠点をつ くろうというものである。十分なるニーズがあると考え,川 崎港のスーパー中枢港

湾指定の申請にはこれが組み込まれているはずである。


